
焼津市週休 2日工事（土木工事等）実施要領の一部改正     新旧対照表 

旧 新 

焼津市週休 2日工事（土木工事等）実施要領 

第１条 略 

 

（対象工事） 

第２条  この要領の対象となる工事は、焼津市が発注する土木工事標準積算

基準書、港湾工事標準積算基準書、土地改良工事積算基準、治山林道必携

及び水道事業実務必携により積算する工事（電気通信設備工事、機械設備

工事、通年維持工事及び災害復旧工事を除く。）とする。 

 

 

以下 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼津市週休 2日工事（土木工事等）実施要領 

第１条 略 

 

（対象工事） 

第２条  この要領の対象となる工事は、焼津市が発注する土木工事標準積算

基準書、港湾工事標準積算基準書、土地改良工事積算基準、治山林道必携、

水道事業実務必携及び下水道用設計標準歩掛表（管路、ポンプ場・処理場）

により積算する工事（電気通信設備工事、機械設備工事、通年維持工事及

び災害復旧工事を除く。）とする。 

 

以下 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旧 新 

  


